
（別紙） 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省 

令等について（概要） 

１ 改正省令関係 

（１）飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51 年農林省令第

35 号。以下「省令」という。）からリン酸タイロシンの飼料及び飼料添

加物の成分規格等を削除した。 

（２）飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則（昭和 51

年農林省令第 36 号）から、リン酸タイロシンに係る規定を削除した。 

２ 改正告示関係 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料

添加物を定める件（昭和 51 年７月 24 日農林省告示第 750 号）からリン酸

タイロシンを削除した。

３ 施行期日 

平成 31 年５月１日 
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